
1. 安全管理指針の目的

2. 安全管理に関する基本的な考え方

１） 基本的な姿勢

(1)

(2)

(3)

２） 安全管理の推進方策

(1)  組織横断的な安全管理体制を構築する。

 ・ 組織図　・ 医療安全管理対策委員会　・ 医療安全管理部  ・ 担当者の任務

(2)  インシデント・医療事故などの報告制度を確立する。

(3)  重大事故発生時の対応方法を確立する。

(4)

(5)  医療の安全と安心を確保するため「患者様医療相談窓口」を設置する。

(6)

十和田市立中央病院における医療安全体制について

 医療事故が発生した場合は、関連するシステムを含め多面的に原因を調査分析し、個々の責任を追及

するのではなく、システムの欠陥を見つけ出し、改善策を提言、実施することで再発の防止に努める。

 職員の医療安全に関する意識の高揚および医療の質の向上を図るため、研修を年2回以上実施する。

 医療事故防止のためのマニュアルを作成し周知する。マニュアルは年1回及び必要に応じて見直す。

医療の安全性を確保するため、組織横断的な取り組みと共に医療従事者個々の努力を重視する。

良質な医療、安全な医療を提供するため

に、医療事故の防止・再発防止対策ならび

に発生時の適切な対応などに関し組織横

断的な体制を確立することを目的とする。

医療は医療を受ける人（患者）と医療従事

者が協同して行なわれるべきものであり、

お互いの信頼関係で成立する。

この信頼関係を高めるためにも、常に医療

を受ける患者の視点で安全な医療を提供

する。

院内医療安全対策に関する取組事項 

医療安全管理者の行う業務に関する事項 

当院では安全な医療を提供するために、医療事故防止・再発防止対策 

ならびに発生時の適切な対応などに関し組織横断的な取り組みをしています。 

 

1. 病院医療安全管理対策委員会と連携し、患者の皆様が安全な 

医療を安心して受けることができるよう、安全管理部門の業務に 

関する企画立案・評価を行っています。 

2. 医療安全対策チームを組織し、定期的に院内を巡回し、医療安全

の対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な

業務改善等の具体的な対策を推進しています。 

3. 各部門における医療事故防止担当者（リスクマネージャー）への

支援を行っています。 

4. 医療安全対策の体制確保のため、各部門との調整を行っています。 

5. 医療安全のための教育研修会、最新の情報発信を行っています。 

6. 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療事故・診察や   

治療・院内感染・看護の内容など患者・家族の相談に適切に応じ

支援を行っていきます。 
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３. 患者様へのお願い

当院では患者様ご自身にも安全対策活動への参加協力をお願いしています。

＊医療安全活動の詳細については支援部門→チーム医療のページをご覧ください。


